
1 はじめに

韓国は、いち早くデジタル化に取り組んだ電子
政府先進国である。国連がまとめた電子政府ラン
キング1）で 2010年に 1位を獲得し、2020年も世
界第 2位にランクインしている。
電子政府とは一般的に、行政手続きなどに ICT

を利活用し、業務の効率化や行政情報の透明化を
図るシステムおよび行政機構のことを指す。韓国
では 2001年制定の「電子政府法」2）第 2条第 1項
で、電子政府について「情報技術を活用して行政
機関の事務の電子化を通じ、行政機関相互間また
は国民に対する行政業務を効率的に遂行する政
府」と定義している。
韓国が電子政府に本格的に取り組みはじめたの
は 2000年以降のことで、その立役者となったの
は、当時の金大中大統領である。大統領の多大な
関心とイニシアティブのもと、矢継ぎ早に根拠法
を整え、莫大な予算を投入してデータ統合やシス
テム標準化に乗り出した。
後続の盧武鉉政権でも、縦割り行政に横ぐしを
刺してトップダウン式にデジタル化を進め、各省
庁間と地方自治体間の情報連携を強力に進めた。
また、戦略的なロードマップを敷き、民間からデ
ジタル人材を幅広く登用してシステムを構築し、
利用者目線に立った改良を重ねていった。必要な
デジタル人材の育成にも力を注いだ。
その結果、個人や企業の行政手続きの負担は軽
減され、利便性は高まった。行政機関同士の情報

連携であらゆる申請手続きが簡便になったからで
ある。ペーパーレス化によるコスト削減や、行政
の業務処理のスピードアップなどの効果も大きか
った。
現在の韓国では、デジタル行政が生活の随所に
行き渡っている。とりわけ電子申請システムは非
常に進んでおり、あらゆる行政手続きを一つにま
とめたインターネット上の電子政府ポータルサイ
ト「政府 24」が日常的に活用されている。この
サイトを通じて、パソコンやスマートフォンで、
住民登録謄本・抄本や健康保険資格確認書、地方
税納税証明といった各種の証明書の申請、転出入
届や死亡届といった届け出が、時間や場所の制約
なく可能となっている。証明書類は、クラウドを
通じて役所や金融機関など提出先に送付すること
もできる3）。
パスポートや国際免許証の発給、生活保護申請
や許認可などで各種証明書類が必要な場合でも、
申請者が複数の役所に出向いて書類を揃える必要
がない。中央省庁や地方自治体などの行政情報
が、「行政情報共同利用システム」で一元的にデ
ータ共有されているためである4）。

2 研究の目的

本稿の研究目的は、韓国でなぜ電子政府化が急
激に進んだのか、その背景要因を明らかにするこ
とである。
韓国は当初、電子政府に取り組むにあたり、

2001年に日本が国家戦略として決定した「e-
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Japan 戦略」を参考に戦略を策定していた。デジ
タル化では日本が先行していたはずが、韓国は瞬
く間に日本を追い越し、世界トップクラスの電子
政府を樹立した。一方、日本は電子政府化がなか
なか進まず、韓国や先進諸国と比べて周回遅れの
状況にある。
なぜここまで大きな違いが生じたのだろうか。
日韓の電子政府への取り組みを比較した研究で
は、日韓で差が生じた要因は、政治的リーダーの
関心度の違いや政策の推進力にあると結論づけて
いる（たとえば、廉 2009；島田 2014；河昇彬
2017 a など）。
韓国の先行研究の多くは、電子政府政策への評
価（キム・ソクジュ 2007；パク・ミンジョン
2008；キム・ソクジュ／キム・ソンテク 2008；
キム・ソクジュ／キム・ドゥヒョン 2008；ユン
・サンオ 2008；キム・チュンシク 2016など）
や、電子政府政策による政府の信頼度向上への効
果（ムン・スンミン／チェ・ソンミ 2008；イ・
ソンジュン 2011；イ・ホンジェ 2011；パク・ソ
ンテク／キム・テヨン 2013；ユン・サンオ
2015；カン・ヘジン／パク・ウニョン 2018など）
に焦点を当てている。河昇彬（2017 b）は、金大
中政権下の電子政府推進の背景を歴史制度論の枠
組みを用いて分析したが、こうした視点での研究
は、韓国ではほとんど見当たらない。
本稿では分析の枠組みとして、歴史的制度論の
視座に依拠する。歴史的制度論とは、制度の生成
と発展の重大局面となった経緯、およびその文脈
に着目し、因果メカニズムを明らかにしようとす
る分析視角である（Pierson［2004］2010 ; Streeck

and Thelen eds. 2005 ; Mahoney and Thelen eds

2010：今井 2015）。重大局面論は、短期の重大局
面と長期の自己強化過程という 2つの時間的文脈
の枠組みから、因果関係を考察する（Thelen

1999 ; Pierson［2004］2010）。ここでいう重大局

面とは決定的な分岐点（critical juncture）となっ
た時点を指す。重大局面においては複数の選択肢
の中から特定の意思決定が下される。そして、自
己強化過程で経済的効率性、規範的正統性、アク
ターの力関係などの要因によって、その意志決定
が長期的・安定的に維持・強化されていく。
ある時点で行われた意思決定により生成された
制度や政策は、その後も再生産され維持される経
路依存性（path dependence）が生じる（Pierson

［2004］2010）。
このように、歴史的制度論の分析アプローチ
は、重大局面にともなう政策転換により生成され
た制度の経路や文脈、およびその後の制度の持続
性や発展を考察する上で有用だといえる。
本稿では、韓国の電子政府化を方向づけた重大
局面を考察し、その過程に過去の歴史的経緯の集
積があった点を明らかにする。韓国で電子政府へ
の取り組みが本格化した直接的契機は、金大中大
統領の政治的決断とイニシアティブによる。だ
が、重大局面における意思決定は必ずしも「白紙
状態」で偶発的に下されるのではなく、その時点
以前の要因との組み合わせに規定される（Slater

and Simmons 2010）。それまでの歴史的集積が、
ある重大局面において新たな形の政策や制度を生
み出し、維持、強化され、定着していくのであ
る。
結論からいえば、韓国で行政のデジタル化が進
み世界トップクラスの電子政府が樹立された最大
の要因は、韓国で制度が生成される重大局面、つ
まり決定的な分岐点があり、政治的リーダー、つ
まり韓国の場合は大統領がそれに強く反応し、意
思決定を下したところにある。大統領の政策転換
を促した重大局面とは何だったのか。また、意思
決定に影響を与える歴史的集積とは何だったの
か。
以下、電子政府化の制度変化について歴史的制
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度論を援用しながら時代をさかのぼり、電子政府
構築までの過程や経緯、文脈、制度の再生産と維
持過程を、政権ごとに区分して検証する。

3 電子政府の現況

まず、韓国の電子政府の現状をみていく。電子
政府政策を一元的に担当するのは、日本の総務省
にあたる「行政安全部」（図 1の①）である。
電子政府の司令塔的な役割を果たしているの
は、行政安全部の下部組織である「韓国情報化振
興院（以下、振興院）」（同②）5）であり、省庁横
断的に情報システムを管理し、中央省庁のシステ
ム調達支援や電子化戦略の立案からプロジェクト
の実行、運営までトータルに対応している。
振興院院長は次官級で、約 700人の職員には外
部の民間専門家6）が多く登用されている。情報技
術分野で修士号や博士号を持った IT 人材のほ
か、法律、医療、金融、行政学や人類学などの専
門知識を有する人材も特別職公務員として採用さ
れている。こうした専門家集団が民間企業とも連
携して、韓国政府のシステム開発を一手に担って
いる。振興院がデジタル行政を統括していること
が、省庁の枠を超えた迅速な対応を可能にしてい
る。
一方、地方自治体の行政情報は、「地域情報開
発院③」（図 1の③）が開発した「自治体標準シ
ステム」で統一管理されている。同システムは、
当初から各自治体が共通の標準システムを利用す
ることを前提として政府主導で開発された。地方

自治体向けにこうした共通のシステムを開発して
配布することで、行政事務の効率化と自治体の
IT コスト削減を図っている。
このほか、地域情報開発院では 5年ごとに地方
行政の情報化戦略を策定するという、政府内シン
クタンクとしての役割も担う。サイバー攻撃に対
応するため、地域情報開発院内にセキュリティセ
ンターも設置されている。効率性の観点から、セ
キュリティ管理や監視も一元的に行われている。
韓国は全国一律で行政システムを構築し、高度
な知識を有する専門職員が管理対応にあたる。非
常に効率的ではあるが、自治体ごとに異なるニー
ズにきめ細かく応えることは難しいという限界も
ある。
ちなみに日本は各自治体が多額の投資をしてシ
ステムをバラバラに構築してきたため、行政シス
テムの仕様が自治体ごとに異なる。現在、日本政
府は、各自治体の行政システムを 2025年度まで
に統一化することを目指してはいる。
韓国の中央省庁や地方自治体など行政機関の情
報は、バックオフィスで共有されている。そのハ
ブとなっているのが「行政情報共同利用システ
ム」（図 1の④）である。2006年に制定された
「行政情報共同利用法」により、共同利用の対象
機関が行政機関のみならず、準公共機関や金融機
関、教育機関などへ一気に広がった7）。行政職員
は手続き上、必要とする個人情報があれば、行政
情報共同利用システム」を通じて本人の同意を得
て確認することができる。どの行政機関が、どこ

①行政安全部

韓国情報保護振興院

②韓国情報化振興院 ③地域情報開発院 ④行政情報共同利用システム

図 1 電子政府の現況
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が保有する、どのようなデータをいつ照会したの
か、担当者の氏名や連絡先を含めた履歴が随時記
録される。個人情報を照会された本人は、この履
歴の開示請求ができる。

2020年現在、省庁、自治体、政府投資機関、
国税庁、裁判所、公団ら、34機関の行政情報が
共有されており、各種証明書、登録証、免許証、
旅券など、162種類の申請や発給が可能である。
官民のデータ連携により、申請者の負担軽減や行
政サービスの利便性の向上、ペーパーレス化によ
る資源節約など、多くの効果がもたらされてい
る。

4 電子政府の構築過程

4.1 朴正煕政権期
韓国が電子政府化への取り組みを本格化したの
は 2000年初頭だが、その 10年後には行政の電子
化ランキングで世界首位に立った。短期間で先進
的な電子政府が構築できたのは、ほぼすべての国
民を単一の番号で一元的に管理する住民登録番号
制度を整備していたからである。住民登録番号か
らは顔写真、指紋、携帯番号はもちろん、納税記
録、治療歴、出入国記録、銀行取引、クレジット
カードの利用歴など、ありとあらゆる個人情報に
辿りつける。韓国のデジタル社会の中核にあるの
が、この韓国版マイナンバーである住民登録番号
である。
韓国の社会制度は、日本の植民地統治時代の制
度が基になっているものが多い。一方、韓国は日
本と異なる変化を遂げてきた部分もある。戸籍制
度の廃止8）に加えて、住民登録番号制度と個人情
報をひも付ける制度設計は、その代表例である。
住民登録制度は軍事政権下の 1962年に施行さ
れた住民登録法にはじまる9）。韓国は、1961年に
勃発した軍事クーデターにより「国家再建再興会
議」と称する軍事政権が樹立されるという重大局

面に直面した。住民を統制し管理する手段として
1962年に制定したのが、行政上の住民名簿を作
成するため個人別に固有の住民登録番号を付与す
ることを規定した「住民登録法」である。
その後、1963年に国家再建再興会議議長であ
った朴正煕が大統領に就任した。1965年に朴正
煕政権が住民登録証の発行と所持を義務付ける方
針を打ち出すや、国民統制の手段であり人権侵害
の道具にされるとして世論は反発し、大きな反対
運動が起きた。野党やメディアからも激しい批判
が続いた。
ところが、1968年に朝鮮民主主義人民共和国

（以下、北朝鮮）から侵入したスパイが朴正煕大
統領を暗殺しようとし、未遂に終わるという大事
件が起きた。韓国社会を震撼させた重大局面にお
いて朴正煕政権は、韓国内に潜伏する北朝鮮スパ
イの摘発と治安維持、徴兵管理を名目に、全国民
に識別番号を付し、住民登録証の発給義務化に乗
り出した。住民登録番号は、大韓民国の国民であ
ると識別し証明するためのものであるとして、世
論の反発を押し切り制度強化を図った。

1972年に憲法を改正し独裁体制を強めた朴正
煕政権は、住民管理行政の強化を図るため、同年
に住民登録法を改正10）した。それにより、無作為
抽出の番号から、より個人を識別しやすいよう、
住民登録番号の最初の 6桁に生年月日などを記載
した 13桁の番号へと、一斉変更が行われた。番
号制度に対する人権侵害の懸念の声は、北朝鮮の
脅威と反共、そして治安維持の重要性を訴える声
にかき消された。
当時の朴正煕政権は、強圧的な国民形成の論理
で社会を変えようとしていた。郷土予備軍の発
足、学徒護国団や軍除隊者を中心とする民間の防
衛組織である民防衛隊の設置など、安保体制の確
立を前面に押し出した社会の軍事化と反共教育に
心血を注いだ。兵力の維持システムとしても、兵
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役記録を住民登録番号に紐づけすることは必須だ
ったのである。
このように冷戦下の分断体制の中で、韓国民と
は、住民登録番号を持つ者であると定義され、住
民登録番号は「国民」であるか否かを線引きす
る11）包摂と排除の手段として用いられるようにな
る。
以来、住民登録番号は行政機関で個人を識別す
る ID として使用され、行政サービスを受けるに
は、住民登録番号の提出が必須となった12）。1980

年の改正で民間でも住民登録証が ID として利用
できるようになり、ホテルなどの宿泊や航空機利
用時にも、提示が求められるようになった。

1980年以降は、個人を証明する社会インフラ
として活用された。学生証や卒業証書、公立図書
館の利用カードに至るまで、住民登録番号が当た
り前のように記載された。後にインターネットが
普及するようになると、ウェブサイトの会員登録
にも、住民登録番号の入力が求められるようにな
った。本人確認や会員の管理がしやすいという理
由で、住民登録番号は至るところで安易に収集さ
れてきた13）。
このように、軍事政権下で生成された住民登録
番号制度は、民主化後も維持・強化された。ある
時点で下された意思決定が、その後も長期的に再
生産され自己強化過程を経る経路依存性（Pierson

1994 ; Thelen 1999 ; Mahoney 2000 ; 2001 a ; Pierson

［2004］2010）が修正されることなく続いた一因
は、各種の社会保険制度が実施される以前、既に
住民登録番号制度が導入されていたことである。
医療保険制度や公的年金制度、介護保険制度な
ど、各種の社会保障制度は、設計の段階から個人
情報管理の仕組みを住民登録番号と連動していた
（羅芝賢 2019 : 152-156）。
先行して制度化されていた住民登録番号の存在
は、別の個人情報管理システムを整備するという

選択肢と比べて相対的利得があり、コストもかか
らなかった。こうした経路依存は、方向転換のむ
ずかしさを内在する発展的軌跡を意味する
（Hacker 2002 : 54）。
ここで看過できないのは、住民登録番号による
包摂と動員が進むなか、外国人ら住民登録番号を
持たない者への「排除」が、より厳格化したこと
である14）。韓国民として承認されることと引き換
えに、住民登録番号とひも付けされた個人データ
は、国家による管理下に置かれた。
それがどのような場面で利活用されるか如実に
示した好例が、新型コロナ感染症対策として行わ
れた感染者情報の公開である。韓国の保健当局は
防疫のためとして、感染者が発生するたびに性別
や年代、住居地とともに、クレジットカードや交
通カードの使用履歴やスマートフォンの GPS 機
能などから割り出した感染者の細かい移動経路を
発信した。個人の特定につながりかねないとの批
判に対し文在寅政権は、感染症患者の情報公開に
関する法律15）に基づく処置であり、こうした情報
の透明性により感染拡大が抑えられていると強弁
した。
独裁政権の遺産である住民登録番号制度が行政
サービスの電子化の基盤となり、結果として先進
的な電子政府の樹立に大いに役立ったという点は
否定しがたい。半世紀以上も前から住民登録番号
が全国民に普及していたことはまた、政府よる番
号制度の利活用に対する抵抗感をも低下させてい
たからである。プライバシーの侵害であると批判
の声を上げても、一度構築されてしまったシステ
ムを変えるのは容易ではない。
次に、行政の情報化と電子政府樹立までの変遷
を政権別に考察する。

4.2 全斗煥～金泳三政権期
全斗煥政権期は 1983年に「国家基幹電算網事
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業計画」を策定し、国家の基幹電算網の基盤構
築、および不動産や自動車登録など、主要情報の
データベース化を推進した。1986年には「電算
網の普及拡張と利用促進に関する法律」を制定
し、電算網事業の推進体系を整えた。
同法に基づき総合的な調整役として、大統領直
属の「電算網調整委員会」を設置し、行政、金
融、教育・研究、国防、公安の 5分野を中心に国
家基幹電算網事業を行うようになった。事業の目
的として掲げられたのは、行政の効率化を図り、
「小さな政府」を具現化するというものであった。

1993年に発足した金泳三政権は、国政課題と
セ ゲ フ ァ

して「世界化」をスローガンに掲げ、情報化分野
で韓国を世界水準にグレードアップし、国家競争
力を高めることで世界の中心的国家に跳躍すると
いう壮大な目標を打ち出した。
金泳三大統領の関心は、複数の人が効率よく、

かつ高速で通信するための技術革新にあり、最先
端の超高速情報通信網の基盤整備に注力した。そ
のため、従来の逓信部を改編して、1994年 12月
に情報通信部を発足させ、超高速情報通信網の構
築を政府の重点課題に挙げた。1995年には情報
化推進の基本方針を示した「情報化促進基本法」
を制定し、国務総理を委員長とする情報化推進委
員会を設置した。ただ、情報のデジタル化は省庁
別に進められ、行政機関同士の情報連携への関心
は薄かった。

1996年に「情報化促進基本計画」を策定し、
情報化のための 10大課題として「電子政府の具
現」を盛り込んだ16）。電子政府という概念・言葉
が公式文書に登場したのは、この時が初めてであ
る（安善姫 2016 : 73）。当時、米国を中心に、電
子政府が新しい概念として急速に広がりつつあっ
た。世界的な高度情報化の波に乗り遅れないよ
う、行政分野への情報通信技術の活用を、新たな
課題として意識するようになったことがその背景

にある。

4.3 金大中政権期
続いて誕生した金大中政権下で、電子政府関連
事業は本格的に推進された。電子政府構築のため
の基盤が整えられ、組織的かつ戦略的に電子政府
化へのロードマップが敷かれるようになったの
は、金大中大統領のイニシアティブに負うところ
が大きい。金大中大統領は ICT による社会的変
革の意味を十分理解し、政策化するリーダーシッ
プを発揮した（韓国情報化振興院 2014 : 10）と
評価されている。
韓国が電子政府政策に本格的に取り組む決定的
な分岐点となったのは、1997年に勃発したアジ
ア通貨危機である。経済的混乱に陥り国家破綻の
危機に瀕した韓国は、IМF から緊急融資を受け
るという重大局面に追い込まれた。同年に就任し
た金大中大統領は、経済立て直しのためにあらゆ
る施策を打ち出した。真っ先に新たな国家戦略と
して掲げたのが、IT 政策だった。「近代化は遅れ
たが、情報化は先端を行こう」というスローガン
は、経済低迷で大量に失業者が発生していた社会
に、「IT 産業」で世界最先端になるという新たな
目標と希望をもたらした。
国家の危機を打開する大きな方針として IT 立

国が最重要課題の一つとなり、その手段として
IT 産業の振興を経済再生の中核政策に位置づけ
た。このことが矢継ぎ早に情報化政策を推進する
動力となった。

1999年には情報化を通じて国家競争力高める
ためのマスタープランとして、「サイバーコリア
21（CYBER KOREA 21）」計画を策定した。情報
インフラ整備、ベンチャー企業の育成、国民の情
報マインドや情報リテラシーの向上などを目標と
して掲げた。ブロードバンドの普及により、企業
や公的機関、学校や家庭でパソコンによるインタ
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ーネット利用は拡大した。子どものいる低所得層
家庭には、パソコンやインターネット回線を利用
するための補助金を支給した。

1999年時点で、インターネット利用者は既に 1

千万人を突破していた。さらに利活用を進めるた
め「国民情報化教育総合計画」を樹立し、2002

年までに 2千 500万人の国民を対象に情報化教
育17）を推進する目標を掲げた。
金大中政権は IT 化や情報産業の育成を、経済

危機克服や雇用問題を解決するための最も重要な
「戦略産業」と位置づけた。この時期に公的機関
のデジタル化を担ったのは、通貨危機を発端に韓
国経済がどん底状態に陥ったことで行き場をなく
した若年未就業者、そして倒産やリストラの憂き
目にあった失業者だった。多くの人員が、官公庁
などに一時的に雇用され、住民票などのパソコン
入力、国会図書館の所蔵資料や論文などをスキャ
ンしてはデジタル化する作業に従事した。
大量の行政書類などが比較的短期間にデジタル
データに変換されデータベース化が進んだ背景に
は、行政コストの削減だけでなく、社会のデジタ
ル化が失業対策や新たな雇用創出のために必須で
あるという切迫した状況もあったのである。

2001年の新年の辞で、金大中大統領は「2003

年までに電子政府を実現する」と述べ、国政課題
として本格的に取り組む姿勢をみせた18）。電子政
府を推進することで、行政の業務効率化を図り行
政改革を断行すると表明した。
電子政府化に格別の関心と意欲をみせた金大中
大統領は、大統領直属の「電子政府特別委員会」
を設置し、運営を主導した。同委員会は、大統領
府の政策秘書官、各省庁の次官、地方自治体の副
市長、そして民間の専門家集団から成る組織で、
大統領秘書室を通じて、大統領の意思は委員会に
ダイレクトに反映された。
かくして電子政府事業は、「大統領プロジェク

ト」として本格化した。「電子政府特別委員会」
は、2001年に重点策として「電子政府 11大課
題」19）を発表した。大統領主導のトップダウン型
のアプローチにより、2年足らずで 11大課題を
すべてクリアし、金大中政権末までには電子政府
の基盤が整った。1980年代からすでに行政電子
網が確立されており、バックオフィスがすでに電
子化に対応できる状況にあった（河昇彬 2017 b :

7）ことも目標の早期達成に作用した。
2001年 3月には「電子政府実現のための行政
業務などの電子化促進に関する法律（電子政府
法）」を施行した。同法には行政機関の文書業務
は電子文書を基本として作成、管理すること（第
16条）、電子公文書には電子官印を使用し、行政
機関の電子取引には電子署名を使用することがで
きること（第 20条）などが盛り込まれており、
電子政府推進に必要な法制度的基盤が整った。
同法により電子文書の使用と電子的処理が義務
化されたことで、行政業務のデジタル化は必須と
なった。各省庁では行政情報の紙からデジタルデ
ータへの変換、電算情報処理システムでの管理・
運用が急ピッチで進められた20）。

2000年以降は全ての中央官庁と地方公共団体
に「民願21）処理オンライン公開システム」を導入
し、インターネット上で行政サービス申請や処理
状況が確認できる仕組みが整備された。
利用者が役所の窓口に出向き、紙の書類で行っ
ていた申請手続きをオンラインに移行し、各種の
必要書類がネット上の一つの窓口を通じて申請・
発行・閲覧できる「電子政府ポータルサイト」も
開設された。
しかし、トップダウン式で拙速に電子政府政策
を進めたため、省庁間の権限争いは激化した。シ
ステムの一元化が進めば関連予算が失われると危
惧する官僚の抵抗も根強かった。そのため、組織
間の情報の共有や提供が円滑に進まず、「電子政
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表 1 電子政府の変遷

政権 主要な法律および政策

1984年
全斗煥政権

「国家基幹電算網基本計画」策定

1986年 「電算網の普及拡張と利用促進関する法律」制定

1987年
盧泰愚政権

国家基幹電算網事業開始

1991年 住民登録の電算化
「電子処理される個人情報保護のための管理指針」制定

1993年

金泳三政権

超高速情報通信網整備事業開始

1995年 「情報化促進基本法」制定

1996年 「情報化促進基本計画」策定

1997年 情報化促進アクションプラン策定
情報化責任官制度（CIO）を導入

1999年

金大中政権

「サイバーコリア 21（1999～2002）」計画樹立

2001年

「電子政府の実現のための行政業務などの電子化促進に関する法（電子政府法）」制定
・電子文書の使用と電子的処理を義務化
・情報化責任官（CIO）の設置と権限の規定
「電子政府特別委員会」設置
「情報格差解消法」，「情報通信網保護法」制定
「電子政府 11大課題」提示

2002年 「e-コリアビジョン 2006（2002～2006）」計画策定
「電子政府ポータルサイト」開設

2003年

盧武鉉政権

「電子政府推進ロードマップ 31大課題」策定

2006年 「U-コリア（2006～2010）基本計画」策定
「行政情報共同利用法」制定

2007年
「電子政府法」改正
「次世代電子政府戦略」策定
「政府統合電算センター」設立

2008年

李明博政権

「国家情報化基本法」制定

「国家情報化基本計画（2008～2012）」策定

2009年 「情報化促進基本法」を「国家情報化基本法」に改正

2011年
「スマート電子政府構想」発表
「共通情報保護法」制定
「個人情報保護法」制定

2013年 朴槿恵政権
「公共データの提供と利用活性化に関する法律（公共データ法）」制定
「政府 3.0推進基本計画」策定
・公共データの積極的開放・共有
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府ポータルサイト」で利用できる申請種類は限ら
れたものとなった（韓国情報化振興院 2014 :

10）。この段階では、組織間の境界を取り払った
ワンストップサービスが実現できる状態にはなく
（廉宗淳 2009 : 42）、結果として、電子政府ポー
タルサイトの利用率は低調であった（韓国電算院
2002）。

4.4 盧武鉉政権期
盧武鉉政権は発足時から、金大中政権が推進し
た電子政府政策を継承、拡大した。5大国政課題
の目玉政策として掲げた電子政府の推進は、業務
の効率化と迅速化を通じて公務員や利用者である
国民の利便性を大きく高め、後に盧武鉉政権の最
も大きな成果の一つといわれるようになった
（パク・ミンジョン 2008 : 199；韓国情報化振興
院 2014）。
盧武鉉大統領は就任早々、2003年 4月の「第 1

回国政課題会議」の席上で、国家改革と行政改革
の主軸として電子政府の推進に注力していくと表
明した。同年に策定した「電子政府推進ロードマ
ップ 31大課題」では、4大革新分野として、電
子的事務処理の定着、行政情報の共同利用拡大、
対国民サービスの高度化、サービス中心の行政業
務再設計を掲げた。各省庁には、行政のデジタル
化と情報共有を優先事項として進め、必要な情報
を迅速に提供し合うよう迫った。
また、政府内の業務処理方式を画期的に変える
ことを目標に、大統領府の情報化戦略計画を策定
した。盧武鉉大統領は、自らコーディングを学ん
でシステムを発注するほど格別の関心をみせ、大
統領府内の業務管理システム「e 知園（イジウォ
ン）」の設計・開発を指揮した。「e 知園」とは、
業務の進捗状況から決済までの全プロセスを、オ
ンライン上でリアルタイムに処理する電子決済シ
ステム22）である。大統領秘書室と行政機関を結ぶ

業務ポータルとして開発されたが、後に、すべて
の行政・公共機関に普及した。
盧武鉉大統領は、決済過程をガラス張りにして
責任の所在を明確にすれば腐敗の防止23）につなが
り、政府への信頼性が高まるとして、行政の業務
プロセスの見直しに力点を置いた。情報管理と記
録保管を重視し、公文書や決済書の破棄や改ざん
などを防ぐため、国家機密事項など、特別な場合
を除いた政府のすべての文書の作成、決済、流
通、保管を電子的に処理することを義務化づけ
た。
大統領への報告や会議資料の配布も紙ではな
く、ネット上でダウンロードして閲覧する方式に
切り替え、業務のペーパーレス化を急速に進め
た。大統領決済でもペーパーレス化を率先して行
った。当時のニュース映像には、大統領執務室の
机の上にノートパソコンだけが置かれ、紙の書類
ではなくオンラインで決済を行う大統領の様子が
映し出されている。
その結果、2001年末には行政機関の電子決済
率は 65％に達し（安善姫・若山 2002 : 81）、さ
らに 2003年には 95.3％まで上昇した。2007年に
は、国家財政情報システムを導入し、予算執行状
況をオンラインで情報公開した。
金大中政権下では、縦割り行政の強さから省庁
間の情報提供や共有が円滑に行われず、オンライ
ンを通じたワンストップサービス推進の支障とな
っていた。住民登録番号情報も行政機関ごとに管
理されており、情報の一元的運用はなかなか進ま
なかった。
盧武鉉政権は行政手続きの縦割りや情報の囲い
込みを解消するため、2006年に「行政情報共同
利用センター」を設置した。中央省庁や地方自治
体など行政機関の情報は同センターが一元的に管
理し、行政間の情報を連携し仲介するハブとして
機能するようにした。それにより住民登録情報を
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はじめ、土地情報、登記簿謄本、出入国など、各
種の行政情報のオンライン上での共有が進み、照
会が容易になった。2006年には行政情報共同利
用法が制定され、公共機関や金融機関なども共同
利用対象機関に含まれるようになったことによ
り、さらに利便性が高まった。
盧武鉉政権下の「電子政府推進ロードマップ」
は、電子政府の実現は単なる行政改革にとどまら
ず、対国民サービス革新のための戦略的手段であ
るとし、国民に提供する機能やサービスの質向上
を目指した。2003年時点で 15％にすぎない行政
サービスのオンライン化率を 2008年までに 85％
まで引き上げる数値目標を掲げ、実行を迫った。
電子政府に取り組む目的に、受益者として「国
民」の存在を据えたのが、盧武鉉政権の特徴であ
る。
ユーザビリティーの追求とサービスの質向上が
意識されるようになったことで、利便性も格段に
向上した。窓口に出向く必要がなく、いつでもど
こからでも証明書類などの申請・発給、各種の届
け出が可能になった。いくら行政のデジタル化が
進んでも、電子申請などの利用が進まなければ、
効率化の効果は限定的になる。
盧武鉉政権の電子政府政策のもう一つの特徴
は、電子政府推進をより民主的な社会へと変える
手段であると位置づけたことである。行政情報を
公開して透明化を図ることで国民に信頼されるオ
ープンガバメントを構築し、国民の意思決定過程
への参加を促進していくことが民主主義を強化す
ることにつながるという強い信念が、盧武鉉大統
領を電子政府の先進化に向かわせた。
行政の効率化、社会の変革と民主主義の強化、
縦割り行政の打破などのスローガンが掲げられる
なか、電子政府政策は後続の盧武鉉政権下で安定
的に維持・強化されていった。

4.5 李明博政権期～現在
2008年の李明博政権の誕生により、「進歩」か
ら「保守」へと 10年ぶりの政権交代が起きた。
李明博大統領は当初、前政権の政策や功績を継承
するのではなく否定する姿勢を強く示し、電子政
府への関心や推進意欲も低かった。とりわけ任期
初期は、盧武鉉政権の大きな功績と称されていた
電子政府に拒否感を示し、電子政府政策ではなく
国家情報化政策と言い換えるよう指示したほどだ
った（チョン・チュンシク 2016 : 65）。
李明博政権発足後、情報化関連予算は 2～3割
削減された。省庁改編により情報通信部が解体さ
れ、情報化政策は 4つの省庁へと分散した。情報
化政策を推進するコントロールタワーの役割を果
たしてきた情報通信部を解体したことは、後に李
明博政権の大きな失政と評されている。
ただ、この時期には電子政府の推進自体は既に
既定路線となっていた。「国家情報化基本法」に
より、5年ごとに策定が義務づけられた「国家情
報化基本計画」には電子政府推進計画が盛り込ま
れ、年度ごとに達成度が検証された。

2010年に国連の電子行政サービス部門ランキ
ングで、韓国ははじめて世界 1位に躍り出た。李
明博政権は、韓国が電子政府ランキングで世界首
位になるや、一転して電子政府の先進化のため、
あらゆる行政手続きを手元のスマートフォン 1台
で完結させられるようにする次世代（スマート）
電子政府構築計画やプッシュ型行政サービスの提
供を打ち出すようになる。
一方で、この時期には電子政府ランキングを意
識するあまり、世界最先端の電子政府を目指すこ
とが目的化した面もある。電子政府分野で世界を
リードしているという自負が、政策ネットワーク
内のアクターに何があっても目標を完了せざるを
得ない圧迫要因として働いた可能性がある（安善
姫 2016 : 81）。
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後続の朴槿恵政権期には、クラウドやビッグデ
ータなど、新たな技術を取り入れたシステムのア
ップデートや行政情報共同利用の範囲が拡大され
た。また、世界各国で電子政府の新たな取り組み
となっているオープンデータの実施も積極的に進
めた。
さらに文在寅政権後は、新興国などに電子政府
関連産業を輸出24）する政策に重点を置くようにな
っている。

5 結 論

これまでみてきたように、韓国は分断国家とし
て北朝鮮と対峙する現実のなかで軍事独裁政権が
住民統制のため導入した「住民登録番号制度」を
フル活用し、電子政府を構築してきた。
通貨危機に端を発する国家の存亡がかかった重
大局面を契機に、金大中政権は電子政府に取り組
む意思を明確にした。電子政府政策を通じて、非
効率な行政業務が国家発展の妨げにならないよう
省庁間の縦割りを打破し、行政改革を断行しよう
とした。
盧武鉉政権は行政の業務プロセスを見直し、デ
ジタル化による行政の透明化に重きを置いた。電
子政府政策は、政府内部のデジタル化や行政サー
ビスのデジタル化に留まるものではなく、民主化
の一環として進めるものであるとのビジョンを描
き、決済過程をオンライン上でガラス張りにする
ことで不正を排し、政府への信頼を高めようとし
た25）。
さらに、行政文書のオープン化を通じて、デジ
タル技術で国民の意見をすくいあげることで、行
政や政治への主体的な参加意識を高めようとし
た。電子政府はあくまでは手段にすぎず、目的は
民主主義を強化し、社会を変えるという理想の実
現にあった。
金大中、盧武鉉はともに軍事独裁政権と闘って

きた民主化運動のシンボル的存在であり、行政の
革新とともに、社会の民主化や成熟した民主主義
国家の樹立が、「進歩派」政権の正統性を担保す
るものと考えていた。その理念の実現のために、
電子政府は有用な手段であった。
一方で、こうした大統領のイニシアティブによ
るトップダウン式の政策にたいする官僚の反発が
なかったわけではない。電子政府の推進過程で
は、省庁間の主導権争いや省益をかけた対立が続
き、権限の移行などをめぐり激しい抵抗もみられ
た26）。必要な職員の配置や予算の付与、デジタル
化する書類の範囲の妥当性も検討せずに、拙速に
電子化を急がせ負担をおわせたと批判する公務員
労組もあった。
韓国では大統領の任期は 5年で再選はない。大
統領肝いりの政策であるほど限られた期間内に一
気呵成に目標を達成しようとするため、行政の現
場にしわ寄せが生じる負の側面がみられる。省庁
間の激しい対立や官僚の抵抗が続くなかでも、盧
武鉉政権が「電子政府ロードマップ」で掲げた課
題はほぼすべて、任期内に計画通りに完了してい
る。
その理由について、ソン・ヒジョンとゾ・テク

（2007）は「電子政府ロードマップ」の形成や推
進過程に、官僚のみならず有識者や民間企業の専
門家が参加するガバナンス体制が構築されていた
ためだと指摘する。韓国政府は「電子政府の日」
を設定し、毎年、国務総理が電子政府の発展に貢
献した有識者や専門家を国家有功者として表彰す
ることで、民間の役割を強調し続けている。
行政自治部傘下に韓国情報化振興院という専門
組織を置き、強い権限を付して情報システムの統
合管理に当たらせ、民間から登用したデジタル人
材が指揮を執れる体制を築いたことも、韓国の電
子政府の成功要因といえる。
一方で、電子政府の先進化とともに、住民登録
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番号と個人データの紐づけ範囲は拡大している。
板垣竜太（2003）が喝破したように、本人の申告
を待つまでもなく、巨大なデータベースのなかに
個人データが名寄せで集積される一元的な管理シ
ステムが、新たな支配の技術として強化されてい
った。こうした国民統制の手段が、進歩派を標榜
する金大中および盧武鉉政権下で急速に発展し強
化されたことは、まさに「民主化のパラドック
ス」といえる。
先進国ではマイナンバーのような個人番号制度
は、ひも付け先の分野を限定し、運用するのが主
流となっている。これに対し、韓国では個人番号
を分野横断的に利活用している。だが、国家によ
る個人データの一元管理に対する警戒心や拒絶感
が韓国ではさほど大きくない。これは国民の理解
やコンセンサスが得られていて、政府への信頼が
高いから、というわけでは決してない。
住民登録番号制度の導入から既に半世紀が過ぎ
たことで、電子政府による利便性が個人データと
引き換えに得られているという意識が希薄化して
おり、身近な行政手続きの簡便化による利益に意
識が向いているにすぎない。
日本政府も現在、デジタル庁創設を打ち出すな
ど電子政府政策を急ピッチで推進している。契機
は、新型コロナウイルスをめぐる対応策でデジタ
ル行政の後進国ぶりが露呈したことである。歴史
的制度論における重大局面とは、ある制度が抜本
的な変革や制度変化を経験するような分岐点を指
すが、日本で電子政府への取り組みが本格化した
のは、新型コロナウイルス感染症の拡大という危
機的状況が決定的契機となったといえる。
日本政府は、全国民のマイナンバーカード取得
を目指し、保険証や運転免許証との一体化や、預
金口座などの個人ダデータとひも付ける構想を打
ち出している。だが現状では、政府への信頼度の
低さ、個人データの漏洩への懸念、政府が個人デ

ータを管理することへの拒絶感、プライバシーの
侵害や情報セキュリティの懸念などから、マイナ
ンバーカードの取得率は 20％台にとどまってい
る。まずは、こうした不安や懸念を軽減するため
の対応策の提示や、個人データ保護体制を国際水
準に引き上げるなど、慎重な制度設計と十分な説
明が先だろう。
名寄せによるデータ収集が容易になるほど、電
子政府の運用で重要になるのは、個人データ保護
の徹底化と情報セキュリティへの適切な措置、ヒ
ューマンエラーの防止策である。行政が個人デー
タを取り扱う上で、データにアクセスできる権限
を制御するアクセスコントロール、アクセス記録
とその開示など、システム運用の透明性を高める
べきなのはいうまでもない。

〔付記〕
本論文の執筆にあたり、板垣竜太先生の論文（2003）

に大きな教示を受けた。記して感謝したい。

〔註〕
１）1位はデンマークで、3位がエストニア、日本は

14位だった。スイスの国際経営開発研究所（IMD）
が発表した 2019年のデジタル競争力ランキングで
は、日本は主要 63ヵ国・地域中 23位だったが、
韓国をはじめ、中国、シンガポール、台湾よりも
順位は下位だった。

２）正式名称は「電子政府の実現のための行政業務な
どの電子化促進に関する法」であり、行政の業務
効率やサービスの向上を目的とする。同法は、行
政手続きを電子申請に統一し、行政事務は原則と
して電子処理化すること、各省庁や自治体は行政
機関の間で確認できる情報は共有し、不必要な文
書を国民に書かせたり求めたりしてはいけないと
定めている。

３）そのほかにも、オンライン上で総合国税サービス
が提供されている。確定申告の際も、給与所得や
給与以外の所得、医療費の支出額、世帯構成員の
所得、源泉徴収額などが行政間で共有されている
ため、必要な提出書類は個人ページに名寄せで揃
えられている。承認するだけで手続きが完了し簡
便である。医療機関の利用時にも、個人の医療記
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録がデータベース化されているため、保険証も診
察券も不要である。詳細は春木（2020）を参照さ
れたい。

４）行政担当者は同システムを通じてオンライン上で
直接照会や確認を代行し、官公庁や民間機関など
が申請手続きに必要な書類をオンラインで閲覧で
きるよう手配する。

５）「韓国情報化振興院」では、①情報システム設計、
運営、管理、事業の実行段階での監査、事後評価
監査、調達支援、②国家情報化基本計画、国家情
報化施行計画の樹立、施行に必要な専門技術の支
援、共同利用システム構築、運営、標準化の支援、
国家機関の情報化事業推進、評価、デジタル政策
の策定・助言、③専門技術支援、プロジェクト管
理などを一括して行う。

６）応募要件として TOEIC 900点、TOEFL 113点以上
を課しており、高い英語力も要されている。

７）電子的に情報提供を受けられる認定機関は、地方
自治体、準公共機関、金融機関、教育機関など、
約 700ヵ所におよぶ。

８）2007年に戸籍制度が廃止され、戸籍簿は「家族関
係登録簿」と名称が変更された。戸籍制度廃止の
背景については、春木（2007）を参照されたい。

９）元を辿れば日本の植民地時代の管理システムであ
る「朝鮮寄留令（1942年施行）」にいきつくが、
紙幅の関係上ここでは触れない。詳しくは、板垣
（2003）、羅芝賢（2019）を参照されたい。

１０）住民登録を居住事実と一致させ、予備軍、民間防
衛隊、その他国家の人的資源を効果的に管理して
戦時動員体制を強化する目的であった（国際大学
グローバル・コミュニケーション・センター
2012）。

１１）分断体制のなかで、血統、言語、文化の共通性を
基礎に結合した「民族」国家を標榜することは困
難であったため、政治的単位としての「国民」国
家であることを強調するしかなかった。朝鮮半島
において「国家性」は「民族性」に優先したので
あり、韓国国民は北朝鮮の人々を「韓民族」とし
てではなく敵国の民とみなして向かい合った（キ
ム・ドンチュン［2000］2005 : 294）。

１２）民主化後も、個人情報がひも付けされた住民登録
番号で一元的に管理される状況への反発や反対の
声がないわけではなかった。たとえば、金泳三政
権下では、1992年に保険証や運転免許証など、各
種の証明書を「電子住民カード」に統合する法改
正を行ったが、個人情報の漏洩と予算の無駄遣い
に対する猛烈な批判の声が高まり、後継の金大中

政権により「電子住民カード」計画は白紙に戻さ
れた（羅芝賢 2019 : 159）。

１３）その結果、個人情報保護が漏洩する大事件が相次
ぎ、サイバーセキリュティ分野の脆弱性が露呈し
た。2012年に情報通信網法が改正され、民間業者
がオンライン上で住民登録番号を収集することを
禁じた。

１４）たとえば、民間機関の住民登録番号の収集が禁じ
られる以前は、各種の会員登録やオンライン決済
などでは、住民登録番号を持たない外国人の登録
や利用が制限されていた。

１５）「感染症予防および管理に関する法律」。本人の同
意なしの詳細情報の公開は個人のプライバシーの
侵害であるとの批判を受け、「感染症予防および管
理に関する法律」施行令および施行規則を改正し、
2020年 12月 30日以降は、感染者の性別や年齢、
詳細な住所情報などは公開しないよう、開示範囲
を修正した。

１６）しかしながら時期的には政権末期であり、大統領
府において報告会議などが 3回ほど開かれただけ
で終わり、政策変化は伴わなかった（河昇彬 2017
a : 8）。

１７）その後、公務員、軍人、教員、主婦、高齢者、服
役者らを対象にした IT 教育が大々的に展開され
た。若年失業者を対象とした IT 人材養成教育や、
高齢者を主対象としたデジタル格差の是正にも取
り組んだ。

１８）任期前半は通貨危機への対応に時間が費やされた
ため、任期後半を迎え本格的に行政改革と電子政
府化をセットにした抜本的な構造改革を最重要課
題として推進するようになった（河昇彬、2017 b）。

１９）「電子申請システム」「4大保険連携システム」「イ
ンターネット国税システム」「統合電子調達システ
ム」「国家財政情報システム」「市町村行政総合情
報化システム」「教育行政情報システム」「標準人
事管理システム」「電子決済・電子文書流通システ
ム」「電子署名・認証システム」「政府統合電算環
境の構築」の 11事業である。

２０）費用対効果の面で電子化が必要のない行政手続き
もあり、公務員の業務効率化に資するはずの政策
が、かえって公務員の負担増を招いたケースも生
じている。

２１）「民願」とは政府や自治体へ証明書類の発行を求め
たり、各種の申請や申告、要望や意見を表明した
りすることを指す。現在、それらのやりとりはオ
ンライン上で可能なシステムが構築されている。

２２）大統領が決済した日時に至るまで、各種の意思決
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定プロセスの履歴はデータ保存され、必要に応じ
てオンライン上で公開された。

２３）「腐敗のない社会・奉仕する行政」を国政スローガ
ンとして掲げた盧武鉉大統領は、情報を独占する
行政が密室で政策決定していることが、腐敗を招
く一因となっているとみなした。

２４）韓国政府は「電子政府輸出策」でも実績をあげて
いる。たとえば 2020年にはウズベキスタンに、電
子政府システム構築やコンサルティング、デジタ
ル人材育成などの支援を行うための拠点センター
を設立した。今後もセルビア、チュニジア、パラ
グアイで同様の拠点センターを設置する計画とな
っている。

２５）電子政府が提供するサービスのへの利用満足度は、
直・間接的に政府への信頼度に肯定的な影響を与
え、信頼度を向上させる役割を果たしているとの
指摘は少なくない（たとえば、カン・ヘジン／パ

ク・ウニョン 2018 : 327；ムン・チェ 2018 : 140な
ど）。

２６）たとえば、金大中政権では、情報通信部と企画予
算庁、行政自治部とに分散して電子政府政策が推
進されてきたため、予算の配分や権限、管轄を巡
る対立や主導権争いが絶えず、事業の重複も問題
になっていた（パク・ミンジョン 2008；安善姫
2016 : 78）。盧武鉉政権は、2004年に電子政府政策
を推進し統括する省を、行政自治部に一元化した。
中央行政機関の情報システムを「政府統合電算セ
ンター」に統合する方針を打ち出したところ、政
府統合電算センターの構築と運営は行政自治部で
はなく情報通信部の所管であったため、双方の間
で主導権をめぐり対立が続いた。その後、電子政
府政策の企画・統括機能を行政自治部が担い、旧
情報通信部が技術的に支援する役割分担に整理さ
れた（安善姫 2016 : 78）。
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